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平成２４年３月第１回八街市議会定例会会議録（第１号） 

………………………………………………… 

１．開議 平成２４年２月１７日 午前１０時００分 

１．出席議員は次のとおり 

    １番 長谷川 健 介 

    ２番 鈴 木 広 美 

    ３番 服 部 雅 恵 

    ４番 小 菅 耕 二 

    ５番 小 山 栄 治 

    ６番 木 村 利 晴 

    ７番 石 井 孝 昭 

    ８番 桜 田 秀 雄 

    ９番 林   修 三 

    10番 山 口 孝 弘 

    11番 小 髙 良 則 

    12番 川 上 雄 次 

    13番 中 田 眞 司 

    14番 古 場 正 春 

    15番 林   政 男 

    16番 新 宅 雅 子 

    17番 加 藤   弘 

    18番 京 増 藤 江 

    19番 右 山 正 美 

    20番 丸 山 わき子 

    21番 湯 淺 祐 德 

    22番 鯨 井 眞佐子 

………………………………………………… 

１．欠席議員は次のとおり 

    な  し 

………………………………………………… 

１．地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり 

市 長   北 村 新 司 

教 育 長   川 島 澄 男 

総 務 部 長   浅 羽 芳 明 

市 民 部 長   加 藤 多久美 

経 済 環 境 部 長   中 村 治 幸 
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建 設 部 長   糸 久 博 之 

教育委員会教育次長   長谷川 淳 一 

農業委員会事務局長   藤 﨑 康 雄 

選挙管理委員会事務局長   小 出 聰 一 

監 査 委 員 事 務 局 長   麻 生 和 敏 

財 政 課 長   吉 田 一 郎 

介 護 保 険 課 長   宮 崎   充 

下 水 道 課 長   藏 村 隆 雄 

水 道 課 長   醍 醐 文 一 

学校給食センター所長   石 川 孝 夫 

総務部参事（事）総務課長   小 出 聰 一 

厚 生 課 長   石 川 良 道 

農 政 課 長   加 瀬 芳 之 

建設部参事（事）道路河川課長   勝 股 利 夫 

庶 務 課 長   勝 又 寿 雄 

………………………………………………… 

１．本会議の事務局長及び書記は次のとおり 

  事 務 局 長   森 田 隆 之 

  副 主 幹   廣 森 孝 江 

  主 査   小 川 正 一 

  主 査 補   吉 田 美 恵 子 

  主 査 補   須 賀 澤  勲 

………………………………………………… 

１．会議事件は次のとおり 

 ○議事日程（第１号） 

                      平成２４年２月１７日（金）午前１０時開議 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議案の上程 

         議案第１号から議案第３２号 

         提案理由の説明 

    日程第４ 休会の件 
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○議長（鯨井眞佐子君） 

 本日、平成２４年３月第１回八街市議会定例会は、ここに開会される運びとなりました。 

 この定例会は、議案３２件が提出されることになっています。 

 慎重に審議を尽くされ、市民の負託に応えられますよう期待いたしますとともに、いまだ

厳しい寒さが続いております。皆様方には、十分ご自愛の上、議会運営につきましても、ご

協力をお願いいたしまして、開会のあいさつといたします。 

 ただいまから、平成２４年３月第１回八街市議会定例会を開会します。 

 ただいまの出席議員は２２名です。したがって、この定例会は成立しました。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、配付のとおりです。 

 日程に入る前に報告します。 

 最初に、地方自治法第１２１条の規定に基づく出席者は配付のとおりです。 

 次に、２月８日までに受理した陳情２件につきましては、その写しを配付しておきました。 

 次に、監査委員から１１月から１２月予算執行分に係る例月出納検査報告書が提出されま

したので、その写しを配付しておきました。 

 次に、市長の専決処分事項の報告２件が、議長あてに提出されましたので、その写しを配

付しておきました。 

 次に、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１６４条第１項の規定に基づく議員

派遣について、配付の資料のとおり派遣を行いました。 

 次に、地方自治法第１０４条の規定により、議会の代表として出席した会議等は配付のと

おりです。 

 次に、本日の欠席の届け出が、江澤会計管理者、石毛市民部参事よりありました。 

 以上で報告を終わります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員の指名は、会議規則第８１条の規定に基づき、桜田秀雄議員、石井孝昭議

員を指名します。 

 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 この件については、議会運営委員長より発言を求められておりますので、これを許します。 

○中田眞司君 

 それでは、報告をいたします。 

 平成２４年３月定例会の会期等を協議するため、去る２月９日に議会運営委員会を開催し、

協議いたしましたので、その結果についてご報告を申し上げます。 

 ３月定例会に上程される案件は、議案３２件であります。 

 次に、一般質問の通告が、代表質問が４人、個人質問が１２人からありました。 

 以上の案件を審議するため、３月定例会は、お手元に配付してあります会期表のとおり、

会期を本日から３月１６日までの２９日間と協議決定いたしましたので、この会期等にご賛
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同を賜り、円滑な議会運営ができますよう議員各位のご協力をお願い申し上げまして、議会

運営委員長の報告といたします。 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ただいまの委員長報告のとおり、この定例会の会期は、本日から３月１６日までの２９日

間とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 会期は２９日間に決定しました。 

 日程第３、議案の上程を行います。 

 議案第１号から議案第３２号を一括議題とし、採決は分割して行いたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 議案第１号から議案第３２号の提案理由の説明を求めます。 

○市長（北村新司君） 

 本日、ここに平成２４年３月第１回八街市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の

皆様にはご多用のところご参集いただき、誠にありがたく御礼申し上げます。 

 本定例会に提案いたしました案件は、条例の新規制定及び一部改正並びに廃止、一部事務

組合の規約改正に関する協議、平成２３年度各会計補正予算、平成２４年度各会計予算の計

３２議案でございます。 

 議案の説明に先立ち、平成２４年度の市政運営方針についてご説明申し上げます。 

 本市では、「八街市総合計画２００５」を平成１７年に策定し、将来都市像としての「ひ

と・まち・みどりが輝くヒューマンフィールドやちまた」の実現に向け、現在、平成２２年

から平成２６年までの第２次基本計画を推進しております。 

 近年の経済情勢は、平成２０年のリーマンショック以降、世界的規模での景気低迷が続い

ており、いまだ回復の兆しすら見えない状況にあります。また、昨年３月に発生した東日本

大震災により被災された地域への国を挙げての復旧・復興支援が続く中、東京電力福島第一

原子力発電所の放射能漏洩事故に対応するための経費の捻出など、本市のみならず日本国内

の多くの自治体において、厳しい対応が強いられております。 

 このような状況の中、本市の平成２４年度当初予算につきましても、歳入の約４割を占め

る市税収入において、３年に一度実施する土地・家屋の評価替えに伴う固定資産税の減など

から対前年度比２億１千１６３万円、３．０パーセントの減を見込むなど、大変厳しい状況

が続いております。 

 しかしながら、本年は市制施行２０周年の節目の年に当たります。厳しい財政状況にある
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ことから記念式典などの開催は控えたいと考えておりますが、市の花の制定やタイムカプセ

ルの掘り起こしなど、まだ、案の段階ではありますが、平成２４年度が市民の皆様にとって

心に残る年になるよう、現在、準備を進めておりますので、議員の皆様におかれましても、

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 さて、本市では、長引く景気低迷の中、いまだ立ち直る糸口すら見出せない日本国経済が

及ぼす本市財政への影響等をかんがみ、さらに踏み込んだ事務事業の総点検が必要不可欠で

あると判断し、平成２４年４月から新たに行財政改革推進室を企画課内に設け、取り組みを

強化することといたしました。 

 また、迎える平成２４年度の当初予算につきましては、現下の行政環境と厳しい財政状況

を認識した上で、限られた財源を重点的、かつ効果的に配分する施策精選型の予算編成とし、

無駄のない施策の展開に努めてまいりたいと考えております。 

 まず、「便利で快適な街づくり」のための主な施策についてでございますが、昨年５月に

念願でありました八街バイパスの一部区間が開通したことにより、市内で発生していた交通

渋滞が若干ではありますが、緩和されたものと受け止めております。本バイパスの完成は、

本市道路行政上の諸問題を解決するだけでなく、本市の今後の市街地形成にも影響する極め

て重要な課題であることから、去る１月２５日に森田知事と面会する機会をいただき、早期

に全面開通が実現するよう直接お願いしてまいりましたが、今後も要望活動を継続してまい

りたいと考えております。 

 また、平成２５年春に供用開始が予定されております（仮称）酒々井インターチェンジに

つきましても、大型商業施設の進出が計画されるなど、本市市民にとりましても利便性の向

上、経済産業活動の活性化と、その効果は多大であると考えております。しかしながら、そ

の反面、周辺地域におきましては、交通量の増加による渋滞発生も懸念されるところであり、

八街バイパスの早期完成とともに、住野十字路の右折レーン整備を含むインターチェンジ周

辺の渋滞緩和対策につきましても、国・県に対し、強く働きかけていきたいと考えておりま

す。 

 また、このほかにも、「道路整備事業費」として、道路改良維持修繕工事に係る経費１億

８千５４２万１千円を計上し、市内道路の破損箇所を改修するなど、歩行者や通行車両の安

全確保に努めるとともに、榎戸駅東口の開設につきましても、現在、ＪＲ東日本千葉支社と

の協議を進めており、利用者の利便性の向上を図るため、できる限り早期に実現できるよう

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、「安全で安心な街づくり」のための主な施策についてでございますが、昨年３月、

八街駅北口前に長年要望してまいりました駅前交番の設置が実現し、この交番が新設された

ことにより、駅周辺地域におけるいたずらなどが減少したとの報告を受けております。 

 今後は、市民の皆様のさらなる安全・安心のため、現在の八街幹部交番から八街警察署に

昇格していただくよう要望してまいりたいと考えております。 

 このほか、平成２４年度の新規事業といたしまして、「住宅リフォーム補助事業」及び
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「住宅耐震化促進事業」を新たに創設し、それぞれ３００万円を計上したほか、より迅速、

かつ的確な消防活動を推進するための経費として、「消防自動車搭載用受令機」及び「デジ

タル簡易型携帯無線機」の購入費１千５０１万２千円を計上いたしました。 

 また、現行の本市地域防災計画が、平成１０年以降見直されないまま現在に至っているこ

とから、昨年の東日本大震災の経験を踏まえた、より実情に即した地域防災計画を作成する

ための経費８５２万７千円を計上しております。 

 次に、「健康と思いやりにあふれる街づくり」のための主な施策についてでございますが、

唯一、予防できるがんと言われております子宮頸がん予防ワクチンにつきましては、これま

で助成の対象を中学校１年生から３年生までとしておりましたが、平成２４年度からは対象

を高校１年生まで拡大し、接種費用の全額を助成してまいります。このほか、新規事業とい

たしまして、７５歳以上の方を対象とした「高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成」

１７８万円を、４０歳から７４歳までの方を対象とした「人間ドック助成事業」として４０

０万円を計上したほか、１人で生活する高齢者が安心して生活できるよう、ご自宅を訪問す

る「ひとり暮らし高齢者等訪問業務」を開始いたします。 

 次に、「豊かな自然と共生する街づくり」のための主な施策についてでございますが、引

き続き、家庭用小型合併処理浄化槽設置に対する補助事業を継続するほか、「道路排水施設

整備事業費」として２千５００万円、「流末排水施設整備事業費」として６千９２９万３千

円を計上しており、市内各地域の排水施設の整備推進を図りたいと考えております。 

 また、新規事業といたしまして、八街駅の北側地域などの冠水対策として期待されます

「大池第三雨水幹線整備工事」につきましては、平成２４年度から２７年度までの４カ年事

業として実施を予定しておりますが、平成２４年度につきましては当該年度の事業費分とし

て５億８千２４０万円を計上いたしました。 

 次に、「心の豊かさを感じる街づくり」のための主な施策についてでございますが、かね

てからの懸案でありました朝陽小学校校舎改築工事につきましては、平成２５年度、２６年

度の２カ年事業として実施を予定しておりますが、平成２４年度におきましては、工事に先

がけ、実施設計業務、地質調査業務及び校舎耐力度調査業務など、合わせて６千５６９万８

千円を計上いたしました。 

 このほか、「私立幼稚園就園奨励費補助事業」「特別支援教育支援員配置事業」などにつ

きましては、これまでと同様、実施してまいりたいと考えております。 

 最後に、「活気に満ちあふれる街づくり」のための主な施策についてでございますが、農

産物などの生産地が自ら新たな生産販売戦略を構築・実行するとともに、高品質、かつ安定

的な生産を図るために必要な機械や施設の導入を支援するための「輝け千葉園芸産地整備支

援事業」を引き続き実施するとともに、新規事業といたしまして、耕作放棄地の解消を図る

ための「農用地利用集積円滑化事業費」として、奨励金１００万円を計上いたしました。 

 以上、平成２４年度の市政運営にあたりましては、八街市の置かれている現状を十分認識

した上で、特に、高齢者の方たちを大切にする街、誰もが住んでいてよかったと思える街づ
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くりを目指した施策に重きを置き、限られた財源の中、より効果的な運営ができるよう努め

てまいります。 

 冒頭、申し上げましたとおり、今年は市制施行２０周年の節目の年に当たります。ぜひ、

皆様のお知恵を拝借しながら、平成２４年度が心に残るすばらしい年になるよう努めてまい

りますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 それでは、各会計の予算の概要についてご説明いたします。 

 一般会計につきましては、予算額は１９３億８千万円で、前年度と比較して３．４パーセ

ント、６億４千万円の増でございます。 

 国民健康保険特別会計につきましては、予算額は８８億８千２９１万３千円で、前年度と

比較して１０パーセント、８億６６２万８千円の増でございます。 

 後期高齢者医療特別会計につきましては、予算額は３億７千４３万１千円で、前年度と比

較して９．７パーセント、３千２７２万４千円の増でございます。 

 介護保険特別会計につきましては、予算額は３１億５千３６２万１千円で、前年度と比較

して０．０５パーセント、１５３万５千円の増でございます。 

 学校給食センター事業特別会計につきましては、予算額は６億８千５４６万７千円で、前

年度と比較して２．２パーセント、１千５３５万２千円の減でございます。 

 下水道事業特別会計につきましては、予算額は１３億８千１８２万８千円で、前年度と比

較して４５．７パーセント、４億３千３５３万４千円の増でございます。 

 水道事業会計につきましては、収益的収入及び支出では、収入予算額は１０億６千２５７

万９千円で、前年度と比較して０．９パーセント、９１５万円の減、支出予算額は１０億６

千２１５万２千円で、前年度と比較して０．５パーセント、５５０万９千円の減、資本的収

入及び支出では、収入予算額は７億７千４３６万１千円で、前年度と比較して１２．９パー

セント、８千８３６万２千円の増、支出予算額は９億９千７０１万７千円で、前年度と比較

して１３．９パーセント、１億２千１９９万６千円の増で、資本的収入が資本的支出に対し

不足する額２億２千２６５万６千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものでご

ざいます。 

 以上で、平成２４年度予算についての概要説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、提案いたしました各議案について、ご説明いたします。 

 議案第１号は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてでございます。これは、市史編さん委員会委員について、委員の勤務

状況を勘案して、年額報酬から日額報酬に改めること、及びスポーツ振興法が全部改正され、

名称をスポーツ基本法として新たに制定されたことに伴い、スポーツ振興審議会等の名称が

変更されたことから改正するものでございます。 

 議案第２号は、八街市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてでございます。これは、平成２３年度までの時限措置として実施しておりまし

た特別職等の給与の減額を平成２４年度においても、その減額幅を拡大し、継続するため改
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正するものでございます。 

 議案第３号は、八街市一般職の職員の給与等に関する条例及び八街市一般職の職員の給与

等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 これは、本年４月から、臨時職員等の待遇改善と任用根拠を明確にするため、地方公務員

法、労働基準法等の関係法令に基づき、臨時職員等の勤務条件等に関する必要な事項につい

て規則を定めることといたしました。この規則を整備するにあたり、条例から委任する必要

があるため、条例の一部を改正するものでございます。また、平成１８年度から実施してお

ります給与構造改革に伴う経過措置について、昨年の人事院勧告において廃止の方針が出さ

れたことから、本市においても人事院勧告の内容に沿って経過措置を廃止するため、あわせ

て改正するものでございます。 

 議案第４号は、八街市一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてでございます。これは、本市の厳しい財政状況から、一般職の職員の管理

職手当について、平成２４年度においても２０パーセントの削減を継続するものでございま

す。 

 議案第５号は、八街市税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは、

地方税法が改正されたことに伴い、本市税条例の関連部分について改正するものでございま

す。主な改正内容は、たばこ税の税率の引き上げ、個人市民税均等割の税率の引き上げ等で

ございます。 

 議案第６号は、八街市庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例の

制定についてでございます。これは、現在において庁舎の建設予定がなく、また、基金にか

かる資金を有効活用するため、当該基金を廃止するものでございます。 

 議案第７号は、八街市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてでございます。これは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる地域主権改革一括法の成立に伴い、社会教

育法が改正され、公民館運営審議会委員の委嘱基準が条例に委任されたことから、条例中に

委嘱すべきものを明記するものでございます。 

 議案第８号は、八街市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定についてでございま

す。これは、議案第７号と同様、地域主権改革一括法の成立に伴い、図書館法が改正され図

書館協議会の委員の任命基準が条例に委任されたことから、条例中に任命すべきものを明記

するものでございます。 

 議案第９号は、スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例の制定についてでございま

す。これは、スポーツ振興法が全部改正され、名称をスポーツ基本法として新たに制定され

たことに伴い、法律改正に準じて本市の条例を改正するものでございます。 

 議案第１０号は、八街市簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてでございます。これは、従来、本市マザーズホーム設置の法的根拠は、

障害者自立支援法に基づく児童デイサービス事業として位置付けられておりましたが、法改
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正に伴い１８歳未満の障害児施設については、児童福祉法に根拠規定が一本化されることと

なりました。このことから、条例中の関連部分を改正する必要が生じたため、条例の一部を

改正するものでございます。 

 議案第１１号は、八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてでございます。これは、現在、管理運営している本市児童クラブのうち、八街

児童クラブ及び朝陽クラブについては、施設を２棟で開設していることから、おのおのの棟

ごとに児童クラブを分離することにより、適正な管理を図ろうとするものでございます。な

お、朝陽児童クラブにおいては、待機児童の解消を図るため、本年７月に１棟の増設を予定

していることから、あわせて条例を改正するものでございます。 

 議案第１２号は、八街市長寿祝金条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

これは、本市の高齢化の進展や財政状況等を総合的に勘案し、８８歳以上の高齢者の祝金を

減額するため、条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第１３号は、八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでござ

います。本市の国保会計収支は、高齢者の増加や医療の高度化により医療費は年々増加して

いる一方、保険税の調定額に関しては低所得者や無職者の増加により減少傾向にあります。

このことから平成２４年度においては、今以上に厳しい国保運営を強いられることが予測さ

れるところです。現在の社会経済情勢から保険税率の改正は困難な状況でありますので、国

民健康保険税課税限度額を法令の定めるところまで引き上げることにより、収入を確保し収

支の不均衡是正を図るため、条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第１４号は、八街市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございま

す。これは、地域主権改革一括法の成立に伴い、公営住宅法が改正され、同居親族要件が廃

止されたこと、及び入居収入基準が条例に委任されたことから、条例の一部を改正するもの

でございます。 

 議案第１５号は、八街市暴力団排除条例の制定についてでございます。本条例制定の趣旨

は、社会全体が一体となって暴力団を排除し、市民の平穏な生活や事業活動の健全な推進を

図ろうとするものでございます。暴力団排除条例の制定は全国的な流れであり、千葉県にお

いては、昨年９月１日から施行され、県内の市町村でも一部では制定済みであり、その他の

多くの団体においても条例制定に向けて作業中であるところでございます。暴力団の排除は、

八街市民の安全・安心に関わるものであり、市民生活の安寧を図るために必要不可欠である

ことから、本市においても条例を制定するものでございます。 

 議案第１６号は、八街市八街都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてでございます。これは、平成１７年度及び平成２２年度に事業計画認

可を変更し、認可区域を拡大したことに伴い、拡大した区域についても、公共下水道の整備

完了後、速やかに受益者負担金を賦課する必要があることから、当該認可区域の負担区と単

位負担金額を追加するため、条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第１７号は、八街市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
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いてでございます。これは、地域主権改革一括法の成立に伴い、水道法が改正され水道技術

管理者の資格基準等が条例に委任されたことから、条例中に明記するものでございます。 

 議案第１８号は、平成２３年度八街市一般会計補正予算についてでございます。この補正

予算は、既定の予算から１億７千９５１万６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を１９０億

９千１４９万５千円とするものでございます。歳入につきましては、市税３千万円、国庫支

出金６千４１０万１千円、繰入金５千３４６万９千円、市債３千３２０万円を減額し、地方

消費税交付金１千４００万円、諸収入１千３５５万円を増額するのが主なものでございます。

歳出につきましては、保育園管理費１千２４３万円、各種予防費３千２５０万６千円、経営

体育成対策事業費１千２０万６千円、道路整備事業費１億４千万円、下水道事業特別会計繰

出金２千６４９万４千円を減額し、国民健康保険特別会計繰出金１千４１４万４千円、防災

行政無線親卓及び拡声子局設置工事１億１千４０４万５千円、佐倉市八街市酒々井町消防組

合費２千５１５万５千円を増額するのが主なものでございます。 

 議案第１９号は、平成２３年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてでございま

す。この補正予算は、既定の予算に１億７千５７１万４千円を増額し、歳入歳出予算の総額

を８９億３千９０９万４千円とするものでございます。歳入につきましては、国庫支出金２

千７７４万８千円、前期高齢者交付金９千８０７万１千円、一般会計繰入金１千４１４万４

千円を増額するのが主なものでございます。歳出につきましては、一般被保険者療養給付費

負担金１億４千２１３万４千円、退職被保険者等療養給付費負担金２千６０８万８千円を増

額し、特定健康診査等事業費１千１１１万円を減額するのが主なものでございます。 

 議案第２０号は、平成２３年度八街市後期高齢者医療特別会計補正予算についてでござい

ます。この補正予算は、既定の予算に９７３万円を増額し、歳入歳出予算の総額を３億５千

３９万円とするものでございます。歳入につきましては、後期高齢者医療保険料６３３万６

千円、繰入金３３９万４千円を増額し、歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付

金９７３万円を増額するものでございます。 

 議案第２１号は、平成２３年度八街市介護保険特別会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、既定の予算に５０１万５千円を増額し、歳入歳出予算の総額を３３億８千

６９万４千円とするものでございます。歳入につきましては、繰入金４９６万２千円を増額

するのが主なものでございます。歳出につきましては、介護保険システム改修に係る委託料

２５５万２千円、介護給付費負担金等返還事務２４１万円を増額するのが主なものでござい

ます。 

 議案第２２号は、平成２３年度八街市学校給食センター事業特別会計補正予算についてで

ございます。この補正予算は、既定の予算から４８７万８千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を６億９千５９３万９千円とするものでございます。歳入につきましては、給食事業収入

５９４万１千円を減額するのが主なものでございます。歳出につきましては、調理場給食事

業費３７７万８千円を減額するのが主なものでございます。 

 議案第２３号は、平成２３年度八街市下水道事業特別会計補正予算についてでございます。
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この補正予算は、既定の予算から２千６９８万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を９億

１千９８４万８千円とするものでございます。歳入につきましては、一般会計繰入金２千６

４９万４千円、諸収入３５０万１千円を減額するのが主なものでございます。歳出につきま

しては、公共下水道汚水整備事業費１千８６０万円、公共下水道雨水整備事業費９４０万円

を減額するのが主なものでございます。 

 議案第２４号は、平成２３年度八街市水道事業会計補正予算についてでございます。この

補正予算は、収益的収入につきまして、既定の予算から１２３万６千円を減額し、収益的収

入予算の総額を１０億７千８５４万２千円とするもので、県補助金の額の確定等により減額

するものでございます。収益的支出につきましては、既定の予算から９００万６千円を減額

し、収益的支出予算の総額を１０億６千３６８万５千円とするもので、減価償却費３６２万

２千円、支払利息７１７万９千円の減額が主なものでございます。資本的収入につきまして

は、既定の予算に２７１万９千円を増額し、資本的収入予算の総額を６億８千８７１万８千

円とするもので、出資金１３４万円、工事負担金１２７万６千円を増額するのが主なもので

ございます。資本的支出につきましては、既定の予算から９６８万３千円を減額し、資本的

支出予算の総額を８億６千５０９万３千円とするもので、拡張整備費４２１万５千円、企業

債償還金５４６万８千円を減額するものでございます。 

 議案第２５号から議案第３１号までは、平成２４年度八街市一般会計予算をはじめとする

各会計の予算についてでございます。各予算の概要につきましては、先ほどご説明いたしま

したが、詳細につきましては、後ほど各担当部課長から説明させます。 

 議案第３２号は、千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協

議についてでございます。これは、総合事務組合の組織団体である銚子市及び松戸市から総

合事務組合で共同処理する事務の追加依頼があったことから、総合事務組合規約の変更が必

要となりました。総合事務組合規約の一部改正について、地方自治法第２８６条第１項の規

定により関係地方公共団体と協議するにあたり、同法２９０条の規定により議会の議決を求

めるものでございます。 

 以上で、提案いたしました議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、

可決くださるようお願いを申し上げます。 

○総務部長（浅羽芳明君） 

 それでは、議案第２５号、平成２４年度八街市一般会計予算につきましてご説明いたしま

す。 

 お手元に配付してございます「平成２４年度八街市予算書」の５ページをごらん願います。 

 ここでは、平成２４年度八街市一般会計予算につきまして定めております。 

 第１条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ「１９３億８千万円」と定め、歳入

歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を６ページから１１ページまでの「第１表歳

入歳出予算」によるものとしております。 

 歳入歳出予算の総額を前年度と比較いたしますと６億４千万円、率にして３．４パーセン
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トの増となっております。 

 次に、第２条では、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額を１２ページの第２表債務負担行為によるものとしておりま

す。 

 次に、第３条では、地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を１３ページの「第３表地方

債」によるものとしております。 

 次に、第４条では、地方自治法第２３５条の３第２項の規定により、一時借入金の借入最

高額を２０億円と定めるものでございます。 

 次に、第５条では、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各

項の経費の金額を流用することができる場合について定めてございます。 

 続いて、一般会計予算の主な内容についてご説明いたします。 

 ６ページの「第１表歳入歳出予算」をごらん願います。 

 初めに、歳入予算について説明いたします。 

 １款市税の計上額につきましては、６８億２千１２万３千円で、歳入全体の３５．１パー

セントを占めております。前年度と比較いたしますと２億１千１６３万円、３．０パーセン

トの減を見込んでおります。これにつきましては、固定資産税の評価替えに伴う家屋の減額

分、１億９千３０７万５千円を見込んだことが主な要因でございます。 

 次に、２款地方譲与税につきましては、２億７００万円で、前年度と比較いたしますと、

３００万円、１．４パーセントの減となっております。 

 次に、３款利子割交付金につきましては、１千９００万円で、前年度と比較いたしますと、

３００万円、１３．６パーセントの減となっております。 

 次に、４款配当割交付金につきましては、１千５００万円で、前年度と比較いたしますと、

１００万円、７．１パーセントの増となっております。 

 次に、５款株式等譲渡所得割交付金につきましては、５００万円で、前年度と比較いたし

ますと、２０万円、４．２パーセントの増となっております。 

 次に、６款地方消費税交付金につきましては、６億３千５００万円で、前年度と比較いた

しますと、２千１００万円、３．４パーセントの増となっております。 

 続きまして、７款ゴルフ場利用税交付金につきましては、１千３００万円で、前年度と比

較いたしますと、２００万円、１８．２パーセントの増となっております。 

 続きまして、７ページをごらん願います。 

 ８款自動車取得税交付金でございますけれども、８千万円で、前年度と比較いたしますと、

９００万円、１２．７パーセントの増となっております。 

 次に、９款地方特例交付金につきましては、３千万円で、前年度と比較いたしますと、１

億５００万円、７７．８パーセントの減となっております。 

 これにつきましては、子ども手当の見直しに伴う、子ども手当特例交付金の廃止などの減
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が主な要因でございます。 

 次に、１０款地方交付税につきましては、３８億１千万円で、歳入全体の１９．６パーセ

ントを占めております。前年度と比較いたしますと１千万円、０．３パーセントの増となっ

ております。これにつきましては、平成２３年度の実績や国の平成２４年度地方財政計画の

伸び率等を踏まえ、特別交付税で１千万円の増を見込んだものでございます。 

 次に、１１款交通安全対策特別交付金につきましては９００万円で、前年度と同額となっ

ております。 

 次に、１２款分担金及び負担金につきましては、１億９千８９万円で、前年度と比較いた

しますと、６６５万７千円、３．４パーセントの減となっております。 

 次に、１３款使用料及び手数料につきましては３億４千９２７万円で、前年度と比較いた

しますと、６千６４０万９千円、２３．５パーセントの増となっております。これにつきま

しては、上砂地区産業廃棄物撤去業務における産業廃棄物処理手数料の増が主な要因でござ

います。 

 次に、１４款国庫支出金につきましては、２９億７千７８１万５千円で、前年度と比較い

たしますと４千４５万５千円、１．４パーセントの増となっております。これにつきまして

は、社会保障関連による生活保護費や障害者自立支援給付費などの増加によるものが主な要

因でございます。 

 続きまして、１５款県支出金につきましては、１３億４０２万円で、前年度と比較いたし

ますと、１億１千６８３万１千円、９．８パーセントの増となっております。これにつきま

しては、障害者自立支援給付費負担金や待機児童解消のため、私立保育園の開設に充てる安

心こども基金事業費補助金などの増が主な要因であります。 

 続きまして、８ページをごらん願います。 

 １６款財産収入につきましては４２５万３千円で、前年度と比較いたしますと、９６万２

千円、１８．４パーセントの減となっております。 

 次に、１７款寄附金につきましては１千円で、前年度と比較いたしますと、３千円の減と

なっております。 

 次に、１８款繰入金につきましては、９億２千４１３万１千円で、前年度と比較いたしま

すと、３億６９０万３千円、４９．７パーセントの増となっております。これにつきまして

は、財政調整基金繰入金や用排水路建設改良基金繰入金の増額が主な要因でございます。 

 次に、１９款繰越金は、前年度と同額の１億円としております。 

 続いて、２０款諸収入につきましては、３億２千１９万７千円で、前年度と比較いたしま

すと、９千６３５万４千円、４３．０パーセントの増となっております。これにつきまして

は、上砂地区産業廃棄物撤去業務に充てる千葉県環境財団からの助成金の増が主な要因でご

ざいます。 

 続きまして、２１款市債につきましては、１５億６千６３０万円で、地方債依存度は、８．

１パーセントとなっております。前年度と比較いたしますと、３億１０万円、２３．７パー
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セントの増ということになっております。これにつきましては、大池第三雨水幹線整備事業

に伴う一般会計負担金、朝陽小学校改築事業、臨時財政対策債の増が主な要因でございます。 

 歳入予算の説明につきましては以上でございます。詳細につきましては、５８ページから

８０ページをご参照いただきたいと思います。 

 続きまして、９ページをごらん願います。 

 歳出予算についてご説明いたします。 

 初めに、１款議会費につきましては、２億４千５８３万５千円で、前年度と比較いたしま

すと、１７７万３千円、０．７パーセントの減となっております。 

 次に、２款総務費につきましては、１９億７千４６９万４千円で、前年度と比較しますと、

３千７４９万７千円、１．９パーセントの減となっております。これにつきましては、前年

度計上しておりました千葉県議会議員選挙及び八街市議会議員選挙などが終了したことによ

る減が主な要因でございます。 

 次に、３款民生費につきましては、７６億４千６４６万２千円で、前年度と比較いたしま

すと、３億８千５４６万６千円、５．３パーセントの増となっております。これにつきまし

ては、障害者自立支援給付事業費、生活保護費の増が主な要因でございます。 

 次に、４款衛生費につきましては、２２億８千８５２万１千円で、前年度と比較いたしま

すと、１億９５３万９千円、５．０パーセントの増となっております。これにつきましては、

上砂地区産業廃棄物撤去業務、ごみ処理における焼却飛灰等処理業務や焼却灰収集運搬処理

業務委託料の増が主な要因となっております。 

 続きまして、５款農林水産業費でございますが、２億５千７５５万７千円で、前年度と比

較いたしますと、６３４万９千円、２．４パーセントの減となっております。 

 ６款商工費につきましては、１億４千９５３万円で、前年度と比較いたしますと、１千６

２１万２千円、９．８パーセントの減となっておりますが、これにつきましては、ふるさと

雇用再生特別基金事業で行っておりましたアンテナショップ事業による減が主な要因でござ

います。 

 続きまして、１０ページをごらん願います。 

 ７款土木費でございますが、１２億６千１０６万９千円で、前年度と比較いたしますと、

８千５７０万３千円、７．３パーセントの増となっております。これにつきましては、大池

第三雨水幹線整備事業に係る一般会計負担金の増が主な要因でございます。 

 次に、８款消防費につきましては、１２億６千６１万８千円で、前年度と比較いたします

と、４４８万１千円、０．４パーセントの減となっております。 

 続きまして、９款教育費につきましては、１７億５千５４６万円で、前年度と比較いたし

ますと、９千７３３万５千円、５．９パーセントの増となっております。これにつきまして

は、朝陽小学校改築事業に係る実施設計業務の増が主な要因でございます。 

 １０款災害復旧費につきましては、公共土木施設災害復旧費として、前年度と同額の１千

円を計上しております。 
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 続きまして、１１款公債費につきましては、２５億１千８０４万８千円で、前年度と比較

いたしますと、２千３１８万４千円、０．９パーセントの増となっております。 

 １２款諸支出金につきましては、土地開発基金費として、４万円を計上しておりまして、

前年度と比較いたしますと、２万１千円の増となっております。 

 続きまして、１１ページでございますが、１３款予備費につきましては、２千２１６万５

千円で、前年度と比較をいたしますと、５０６万４千円の増となっております。 

 歳出予算の説明につきましては以上でございますが、詳細につきましては、後ほど８１ペ

ージから２７６ページをご参照いただきたいと思います。 

 以上をもちまして、平成２４年度八街市一般会計予算につきましての説明を終わらせてい

ただきます。よろしくご審議くださいますようにお願いを申し上げます。 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 会議中でありますが、ここで１０分間の休憩をいたします。 

                            （休憩 午前１０時５２分） 

                             （再開 午前１１時０２分） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○市民部長（加藤多久美君） 

 それでは、議案第２６号、平成２４年度八街市国民健康保険特別会計予算についてご説明

申し上げます。 

 予算書の１７ページをお開きください。 

 まず、第１条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８８億８千２９１万３千円と

定めるものでございます。前年度と比較しますと、８億６６２万８千円、率にして１０パー

セントの増となります。 

 第２条では、一時借入金の限度額を１５億円と定めるものでございます。 

 第３条では、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合について定めるも

のでございます。 

 続きまして、予算書の１８、１９ページをお開きください。 

 初めに、歳入でございますが、１款国民健康保険税２４億５千２６６万１千円につきまし

ては、一般被保険者、退職被保険者等、それぞれの医療給付費分、介護納付金分、後期高齢

者支援分としての保険税であり、前年度と比較いたしますと、３千１７４万９千円、率にい

たしまして１．３パーセントの減となります。 

 ２款国庫支出金につきましては、２７億１千１８万７千円を計上いたしました。前年度と

比較しますと、２億２千７４９万８千円、率にして９．２パーセントの増となります。主な

ものは、療養給付費負担金、後期高齢者支援金などに対する国の負担分及び高額医療費共同

事業医療費拠出金に対する国の負担分で、歳出予算額が伸びたことに合わせ、増となったも



 

－１６－ 

＋ 

＋

＋

＋

のでございます。 

 ３款療養給付費交付金４億５千１６３万７千円につきましては、退職者の医療費に係る社

会保険診療報酬支払基金からの交付金を計上いたしたものでございます。前年度と比較いた

しますと、退職被保険者数が増加していることから、２億２千２４３万５千円、率にして９

７パーセントの大幅な増となっております。 

 ４款前期高齢者交付金ですが、社会保険診療報酬支払基金が各保険者から加入者数に応じ

納付金として徴収し、これを各保険者に分配するもので、１１億９千７７７万６千円を見込

みました。前年度と比較いたしますと、２億９千１７１万３千円、率にして３２．２パーセ

ントの増となっております。 

 ５款県支出金５億４千５８２万５千円につきましては、高額医療費共同事業拠出金及び特

定健康診査等に対する県の負担分と財政調整交付金でございまして、前年度と比較しますと、

６千１９万５千円、率にして１２．４パーセントの増となっております。これは、国庫支出

金同様、歳出予算額が伸びたことに合わせ、増となっております。 

 ６款共同事業交付金１０億７千６４７万７千円につきましては、高額医療費共同事業及び

保険財政共同安定化事業に係る千葉県国民健康保険団体連合会からの交付金であり、前年度

と比較しますと、２千１２９万２千円、率にして２パーセントの増となっております。 

 ７款繰入金は、一般会計からの繰出基準に基づく保険基盤安定、出産育児一時金などの繰

入金で、４億３千２７３万８千円を計上いたしました。前年度と比較しますと、１千４１４

万４千円、率にして３．４パーセントの増となっております。 

 ８款の繰越金ですが、存目計上といたしました。 

 ９款の諸収入につきましては、１千５６１万円を計上いたしました。主なものは、延滞金

と雑入のうち、第三者行為による医療費納付金などでございます。 

 なお、詳細につきましては、２９５ページから３００ページに記載のとおりでございます

ので、ご参照いただきたいと存じます。 

 次に、歳出でございますが、予算書の２０、２１ページをお開き願いたいと思います。 

 １款総務費は、４千４２９万円を計上いたしました。主なものは、一般管理費及び千葉県

国民健康保険団体連合会への負担金、保険税の賦課徴収などに必要な諸経費でございます。 

 ２款の保険給付費につきましては、一般被保険者及び退職被保険者に係る保険給付費で、

５７億５千７９７万２千円を計上いたしました。前年度と比較しますと、７億４千９２６万

８千円、１５パーセントの増となっております。主なものは、現物給付となる療養給付費、

現金給付となる療養費及び診療報酬明細書の審査支払手数料、高額療養費などでございます。 

 また、出産育児諸費として年間１６０件分、葬祭諸費として年間１４６件分を見込み、計

上いたしました。 

 ３款後期高齢者支援金等ですが、後期高齢者医療制度への費用負担分として、１３億４千

３０７万４千円を計上いたしました。前年度と比較しますと、１千２６１万８千円、率にし

て１パーセントの増となります。 
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 次に、４款前期高齢者納付金等ですが、歳入で説明しましたとおり、社会保険診療報酬支

払基金への納付金で、調整分といたしまして、３１３万８千円を計上いたしました。 

 ５款の老人保健拠出金につきましては、医療費及び事務費分として６万７千円を計上して

おります。 

 ６款の介護納付金５億９千７４万１千円につきましては、２号被保険者分で、その人数見

込みと前々年度の確定値から算出した額でございます。前年度と比較いたしますと、２千１

５６万８千円、率にして３．８パーセントの増となっております。 

 ７款共同事業拠出金１０億８千２万３千円につきましては、高額医療費共同事業医療費及

び保険財政共同安定化事業の拠出金を計上いたしました。前年度と比較しますと、２千１２

８万円、率にして２パーセントの増となっております。 

 ８款保健事業費４千８４０万５千円につきましては、特定健康診査・保健指導に係る経費

などで、新たに人間ドック助成事業の経費４００万円を計上しております。前年度と比較し

ますと、１４２万９千円、率にして３パーセントの増となっております。 

 ９款公債費３００万円につきましては、一時借入金の利子を計上しております。 

 １０款諸支出金につきましては、７２０万３千円を計上いたしました。主なものは、過年

度分の保険税過誤納還付金などでございます。 

 １１款予備費につきましては、５００万円を計上いたしました。 

 なお詳細につきましては、３０１ページから３１２ページに記載のとおりでございますの

で、ご参照いただきたいと存じます。 

 続きまして、議案第２７号、平成２４年度八街市後期高齢者医療特別会計予算について、

ご説明申し上げます。 

 予算書の２５ページをお開きください。 

 本特別会計予算については、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億７千４３万１千

円と定めるものでございます。前年度と比較しますと、３千２７２万４千円、率にして９．

７パーセントの増となっております。 

 続きまして、２６ページをお開きください。 

 初めに、歳入でございますが、１款の後期高齢者医療保険料につきましては、保険料率は

均等割が１人当たり年額３万７千４００円、所得割が７．２９パーセントで試算した結果、

２億７千８９８万７千円を計上いたしました。前年度と比較しますと、２千４６５万７千円、

率にして９．７パーセントの増となっております。 

 ２款繰入金８千６９７万５千円は、一般管理費や賦課徴収費の事務費分としての事務費繰

入金と、低所得者等の保険料軽減分を公費で補てんする保険基盤安定繰入金を計上したもの

でございます。前年度と比較しますと、７７７万９千、率にして９．８パーセントの増とな

っております。 

 ３款繰越金は、２００万円を計上いたしました。 

 ４款諸収入２４６万９千円は、後期高齢者医療過年度還付金等を計上いたしました。 
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 なお、詳細につきましては、３１９パーセント、３２０ページに記載のとおりでございま

すので、ご参照ください。 

 次に、歳出でございますが、２７ページをごらんください。 

 １款総務費２８４万８千円につきましては、各申請書や決定通知等の郵送に係る経費及び

保険料の賦課徴収に関する経費を計上いたしました。前年度と比較しますと、１７万３千円、

率にして５．７パーセントの減となっております。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金３億６千５０８万２千円は、後期高齢者医療広域連合

への納付金で、市が徴収した保険料と保険料軽減分の基盤安定繰入金の合計額を計上してお

ります。前年度と比較しますと、３千２８９万６千円、率にして９．９パーセントの増とな

ります。 

 ３款諸支出金は、保険料の過年度分還付金及び還付加算金として、１５０万１千円を計上

しております。 

 4款予備費は１００万円を計上しております。 

 なお、詳細につきましては、３２１、３２２ページに記載のとおりでございますので、ご

参照ください。 

 続きまして、議案第２８号、平成２４年度八街市介護保険特別会計予算につきましてご説

明申し上げます。 

 予算書の３１ページをお開きください。 

 まず、第１条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億５千３６２万１千円と

定めるものでございます。前年度と比較いたしますと、１５３万５千円、率にして０．０５

パーセントの増となっております。 

 第２条では、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合について定めるも

のでございます。 

 続きまして、３２ページをお開きください。 

 初めに、歳入予算についてご説明いたします。 

 １款保険料でございますが、７億２千６６１万９千円の計上で、前年度と比較しますと２

１．１パーセントの増となっております。これは、第５期介護保険事業計画を踏まえまして、

保険料の改定及び第１号被保険者数の増加によるものでございます。 

 次に、２款分担金及び負担金でございますが、前年度と同額の９４万３千円の計上で、地

域支援事業に係る利用者の方の自己負担金でございます。 

 次に、３款国庫支出金でございますが、６億４千７９万９千円の計上で前年度と比較しま

して、１．１パーセントの増となっております。これについては、介護給付費等に対する国

の負担金及び調整交付金と地域支援事業に要する国からの交付金でございます。 

 次に、４款支払基金交付金でございますが、８億９千２９６万２千円の計上で、前年度と

比較しますと３．３パーセントの減となっております。これは、社会保険診療報酬支払基金

からの介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金でございます。 
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 次に、５款県支出金でございますが、４億６千４４４万２千円の計上で、前年度と比較し

ますと０．１パーセントの増となっております。これは、介護給付費等に対する県の負担金

及び地域支援事業に要する県からの交付金でございます。 

 次に、６款財産収入でございますが、介護給付費準備基金積立金利子１千円を存目計上し

たものでございます。 

 次に、７款繰入金でございますが、４億２千４３７万２千円の計上で、前年度と比較しま

すと１９．９パーセントの減となっております。これは、介護給付費、事務費及び地域支援

事業の市負担金が主なものでございます。 

 次に、８款諸収入でございますが、７万３千円の計上でございます。 

 次に、９款繰越金でございますが、３４１万円の計上でございます。 

 歳入予算の説明は以上でございます。詳細につきましては、３２７ページから３３１ペー

ジをご参照いただきたいと存じます。 

 続きまして、３４ページをお開きください。 

 歳出予算につきましてご説明いたします。 

 まず、１款総務費でございますが、３千２２５万６千円の計上で、前年度と比較しますと

１０．１パーセントの減となっております。これは、介護保険関係のパンフレット等の購入

費、介護保険料賦課徴収事務に関する経費及び介護認定審査会の報酬等が主なものでござい

ます。 

 ２款保険給付費でございますが、３０億７千２６６万８千円の計上で、前年度と比較しま

すと、０．０３パーセントの増となっております。 

 まず、１項介護サービス等諸費２６億７千７４０万２千円、及び２項介護予防サービス等

諸費１億６千６００万円の計上につきましては、要支援・要介護認定を受けた方に係る介護

サービス及び介護予防サービスに対する給付費でございます。 

 ３項高額介護サービス等費７千１２１万４千円の計上につきましては、介護サービスに係

る１割の自己負担が一定金額を超えたときに、超えた部分を支給する経費でございます。 

 ４項高額医療合算介護サービス等費９９３万６千円の計上につきましては、各医療保険に

おける世帯内で、１年間の医療及び介護両制度における自己負担額が著しく高額となった場

合に、一定の上限額を超える部分について給付を行うものでございます。 

 ５項その他諸費３３２万７千円の計上につきましては、介護報酬等審査支払手数料でござ

います。 

 ６項特定入所者介護サービス等費１億４千４７８万９千円の計上につきましては、介護保

険施設に入所する低所得者等の食費及び居住費に対しまして、市が認定した負担限度額を超

えた部分を支給する経費でございます。 

 次に、３款地域支援事業費でございますが、４千３７８万５千円の計上は、前年度と比較

しますと２．８パーセントの増となっております。これは、要支援・要介護状態になること

を予防する介護予防事業、高齢者が地域において生活を継続するための包括的支援事業及び
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家族支援などの任意事業に要する経費でございます。 

 １項介護予防事業費６３５万円の計上につきましては、生活機能評価、運動器、口腔器の

機能向上、栄養状況の改善等の実施に要する経費でございます。 

 ２項包括的支援事業費・任意事業費３千７４３万５千円の計上につきましては、地域包括

支援センターの運営経費、配食サービス、福祉用具支給費等に要する経費でございます。 

 次に、４款基金積立金でございますが、１千円の計上で、介護給付費準備基金への積み立

てでございます。 

 次に、５款諸支出金でございますが、３９１万１千円の計上で、前年度と比較しますと２

９０．７パーセントの大幅な増となっております。その主な要因につきましては、介護従事

者処遇改善臨時特例交付金に係る返還金２４１万円を計上したことによるものでございます。 

 次に、６款予備款でございますが、前年度と同額の１００万円を計上いたしました。 

 歳出予算の説明は以上でございます。詳細につきましては、３３２ページから３４１ペー

ジをご参照いただきたいと存じます。 

 以上で、平成２４年度八街市国民健康保険特別会計予算、平成２４年度八街市後期高齢者

医療特別会計予算、平成２４年度八街市介護保険特別会計予算についての説明を終わらせて

いただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

○教育次長（長谷川淳一君） 

 それでは、議案第２９号、平成２４年度八街市学校給食センター事業特別会計予算の概要

につきましてご説明いたします。 

 予算書の３９ページをごらん願います。 

 ここでは、平成２４年度八街市学校給食センター事業特別会計の予算について定めており

ます。 

 まず、第１条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億８千５４６万７千円と定め、

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、４０ページ、４１ペー

ジの第１表歳入歳出予算によるものとしております。前年度と比較いたしますと、２．２パ

ーセント、１千５３５万２千円の減でございます。 

 ４０ページの第１表をごらん願います。 

 最初に、歳入についてご説明いたします。 

 １款使用料及び手数料、本年度予算額６千円で前年度と同額でございます。これは敷地内

に立っております電柱設置場所使用料でございます。 

 ２款繰入金、本年度予算額３億３千７６６万４千円で、前年度と比較いたしますと、２．

１パーセント、６８４万円の増となっております。歳入予算総額の４９．３パーセントを占

めておりまして、これは、一般会計からの繰入金でございます。 

 ３款繰越金、本年度予算額１５０万円で、前年度と比較いたしますと５０パーセント、１

５０万円の減でございます。歳入予算総額の０．２パーセントを占めております。 

 ４款諸収入、本年度予算額３億４千６２９万７千円で、前年度と比較いたしますと５．６
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パーセント、２千６９万２千円の減でございます。 

 歳入予算総額の５０．５パーセントを占めております。これは、給食費収入が主なもので、

減額の理由といたしましては、児童・生徒数の減少によるものでございます。 

 ４１ページをごらん願います。 

 次に、歳出についてご説明いたします。 

 １款総務費、本年度予算額１億７千１３３万３千円で、前年度と比較いたしますと１．８

パーセント、３０１万２千円の増でございます。歳出予算総額の２５．０パーセントを占め

ておりまして、一般、技能職員の人件費、調理場施設維持管理費が主なものでございます。 

 ２款事業費、本年度予算額４億８千５１６万７千円で、前年度と比較いたしますと３．６

パーセント、１千８０１万円の減でございます。歳出予算総額の７０．８パーセントを占め

ております。これは、学校給食の賄材料費、第一調理場調理業務委託及び学校給食配送業務

委託費のほか、給食調理業務に要する経費でございます。減額の主な理由といたしましては、

児童・生徒数の減少による賄材料費の減でございます。 

 ３款公債費、本年度予算額２千８２６万７千円で、０．２パーセント、５万４千円の減で

ございます。歳出予算総額の４．１パーセントを占めております。これは、第二調理場建設

に伴う起債の償還金の元金及び利子でございます。 

 ４款予備費、本年度予算額７０万円で、前年度と比較いたしますと３０パーセント、３０

万円の減でございます。 

 なお、歳入歳出の詳細につきましては、３４９ページから３５６ページの歳入歳出予算事

項別説明書をご参照願います。 

 以上で、平成２４年度八街市学校給食センター事業特別会計予算の概要について説明を終

わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

○建設部長（糸久博之君） 

 それでは、議案第３０号、平成２４年度八街市下水道事業特別会計予算につきましてご説

明いたします。 

 予算書の４５ページをごらん願います。 

 第１条におきましては、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１３億８千１８２万８

千円と定め、歳入歳出予算の款項の区分、及び当該区分ごとの金額につきましては、第１表

歳入歳出予算によるものとしております。前年度と比較しますと、４５．７パーセント、４

億３千３５３万４千円の増でございます。 

 第２条におきましては、地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額、

及び年割額は、第２表継続費によるものとしております。 

 第３条におきましては、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をする

ことができる事項、期間及び限度額は、第３表債務負担行為によるものとしております。 

 第４条におきましては、地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、第４表地
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方債によるものとしております。 

 第５条におきましては、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算

の各項の経費の金額を流用することができる場合についてを定めるものでございます。 

 続きまして、４６ページ、４７ページをごらん願います。 

 第１表歳入歳出予算につきましてご説明いたします。 

 歳入、１款分担金及び負担金につきましては、６７０万円の計上で、前年度と比較します

と２．９パーセント、２０万円の減でございます。 

 ２款使用料及び手数料につきましては、２億４千６１８万９千円の計上で、歳入予算の１

７．８パーセントを占めております。前年度と比較いたしますと２．０パーセント、４９０

万円の減でございます。 

 １項使用料につきましては、２億４千６０１万４千円の計上で、前年度と比較いたします

と２．０パーセント、５００万円の減でございます。 

 ２項手数料におきましては、１７万５千円の計上で、前年度と比較しますと１３３．３パ

ーセント、１０万円の増でございます。 

 ３款国庫支出金につきましては、１億６千万円の計上で、歳入予算の１１．６パーセント

を占めております。前年度と比較しますと５６６．７パーセント、１億３千６００万円の増

でございます。これにつきましては、大池第三雨水幹線整備事業の事業着手に伴い、当該事

業に係る国庫補助金を予算計上したことによるものでございます。 

 ４款繰入金につきましては、１億９千１２４万８千円の計上で、歳入予算の１３．８パー

セントを占めております。前年度と比較しますと２８．２パーセント、７千５２９万８千円

の減でございます。 

 ５款繰越金につきましては、１千万円の計上で、前年度と比較しますと５０．０パーセン

ト、１千万円の減でございます。 

 ６款諸収入につきましては、１億９千８５９万１千円の計上で、前年度と比較いたします

と１千６９５．７パーセント、１億８千７５３万２千円の増でございます。これにつきまし

ては、大池第三雨水幹線整備事業の事業着手に伴い、当該事業に係る一般会計負担金を予算

計上したことによるものでございます。 

 １項延滞金加算金及び過料につきましては、前年度と同額の１万円の計上でございます。 

 ２項雑入につきましては、１億９千８５８万１千円の計上で、前年度と比較しますと１千

６９７．３パーセント、１億８千７５３万２千円の増でございます。 

 ７款市債につきましては、５億６千９１０万円の計上で、地方債依存度は４１．２パーセ

ントでございます。前年度と比較しますと５４．４パーセント、２億４０万円の増でござい

ます。これにつきましては、大池第三雨水幹線整備事業の事業着手に伴い、当該事業に係る

財源の一部として、市債を予算計上したことによるものでございます。 

 なお、歳入予算の詳細につきましては、３７１ページから３７３ページまでに記載のとお

りです。 
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 続きまして、歳出をご説明いたします。 

 １款下水道事業費につきましては、８億５千５８２万２千円の計上で、歳出予算の６１．

９パーセントを占めております。前年度と比較しますと１２５．３パーセント、４億７千５

９３万８千円の増でございます。これにつきましては、大池第三雨水幹線整備事業の事業着

手に伴い、その事業費を予算計上したことによるものでございます。 

 １項総務管理費につきましては、１億４千５２３万３千円の計上で、前年度と比較します

と９．６パーセント、１千５５０万５千円の減でございます。 

 ２項下水道建設費につきましては、７億１千５８万９千円の計上で、前年度と比較します

と２２４．３パーセント、４億９千１４４万３千円の増でございます。 

 ２款公債費につきましては、５億２千５００万６千円の計上で、歳出予算の３８．０パー

セントを占めております。前年度と比較しますと７．５パーセント、４千２４０万４千円の

減でございます。 

 ３款予備費につきましては、前年度と同額の１００万円の計上でございます。 

 なお、歳出予算の詳細につきましては、３７４ページから３８１ページまでに記載のとお

りでございます。 

 以上をもちまして、平成２４年度八街市下水道事業特別会計予算の説明を終了させていた

だきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○水道課長（醍醐文一君） 

 それでは、議案第３１号、平成２４年度八街市水道事業会計予算についてご説明いたしま

す。 

 予算書の１ページをお開きくださるようお願いします。 

 初めに、第２条、業務の予定量でございますが、年度末の給水件数を１万４千１０戸、年

間総配水量を４４９万３千５１１立方メートル、１日平均配水量を１万２千３１０立方メー

トルと見込み、主な建設改良工事として、配水管更新工事及び第２配水場２系電気設備更新

工事を予定するものでございます。 

 次に、第３条、収益的収入及び支出と、第４条、資本的収入及び支出につきましては、予

算書の５ページをお開きいただきまして、そこの平成２４年度八街市水道事業会計予算実施

計画書により、ご説明いたします。 

 初めに、収益的収入及び支出でございますが、収入では、第１款水道事業収益が１０億６

千２５７万９千円で、前年度と比較して、マイナス９１５万円、率にしまして０．９パーセ

ントの減となっております。このうち、第１項営業収益につきましては、８億５千３９５万

９千円で、前年度と比較して、プラス１３５万８千円、率にしまして０．１パーセントの増

であり、主なものは、１目給水収益であります。 

 第２項営業外収益につきましては、２億８６２万円で、前年度と比較しまして、マイナス

１千５０万８千円、率にして４．８パーセントの減であり、主なものは、２目他会計補助金、

３目県補助金、並びに４目給水申込負担金であります。 
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 次に、支出では、第１款水道事業費用につきましては、１０億６千２１５万２千円で、前

年度と比較しまして、マイナス５５０万９千円、率にして０．５パーセントの減となってお

ります。このうち、第１項営業費用につきましては、９億７千２９７万５千円で、前年度と

比較して、マイナス３７６万７千円、率にして０．４パーセントの減であり、主なものは、

１目原水及び浄水費で、主に印旛広域水道からの受水費であり、２目配水及び給水費は職員

４名分の人件費、水道施設運転管理業務などの委託料であります。 

 ４目総係費は、職員５名分の人件費及び水道料金徴収業務などの委託料等であり、５目減

価償却費であります。 

 第２項営業外費用につきましては、８千８１７万７千円で、前年度と比較して、マイナス

１７４万２千円で、率にして１．９パーセントの減であり、主なものは１目支払利息で、企

業債の支払利息であります。 

 ３項予備費につきましては、前年度と同額の１００万円を計上しております。 

 ６ページ目をお開きください。 

 資本的収入及び支出でございますが、収入では、第１款資本的収入につきましては、７億

７千４３６万１千円で、前年度と比較して、プラス８千８３６万２千円で、率にして１２．

９パーセントの増となっております。 

 内訳につきましては、施設の更新工事に係る財源として、１項企業債７億２千９３９万円、

２項出資金４千２９７万１千円、及び３項負担金２００万円を見込むものであります。 

 次に、支出では、第１款資本的支出につきましては、９億９千７０１万７千円で、前年度

と比較して、プラス１億２千１９９万６千円、率にして１３．９パーセントの増となってお

ります。 

 内訳につきましては、１項建設改良費７億９千５３６万８千円で、その主なものは、２目

施設費７億８千３４２万４千円で、第２配水場２系電気設備更新工事及び石綿セメント管の

更新工事、並びに職員３名分の人件費であります。 

 次に、２項企業債償還金につきましては、２億１６４万９千円で、企業債の元金でありま

す。 

 また、１ページに目にお戻りいただきまして、第４条の括弧書きですが、資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額２億２千２６５万６千円は、過年度分損益勘定留保資金等２

億２千２６５万６千円で補てんするものであります。 

 ２ページ目をお開きください。 

 第５条につきましては、管路近代化及び第２配水場２系電気設備更新工事に要する企業債

について、目的、限度額等を定めるものであります。 

 第６条につきましては、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を消費

税納付額と定めたものであります。 

 第７条につきましては、議会の議決を得なければ流用できない経費として、職員給与費及

び交際費を定めるものであります。 
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 第８条につきましては、他会計補助金として、市営業対策補助金及び繰出基準に基づく水

道広域化対策に要する経費等を８千９７０万７千円と定めるものであります。 

 第９条につきましては、棚卸資産の購入限度額を１千６４６万３千円と定めるものであり

ます。 

 以上で、議案第３１号、平成２４年度八街市水道事業会計予算の説明を終わります。よろ

しくご審議くださるよう、お願いいたします。 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 以上で説明が終わりました。 

 日程第４、休会の件を議題とします。 

 明日１８日から２１日までの４日間を休日及び議事都合のため、休会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鯨井眞佐子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 明日１８日から２１日までの４日間、休会することに決定しました。 

 本日の日程はすべて終了しました。 

 本日の会議はこれで終了します。 

 ２月２２日は、午前１０時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。 

 議員の皆様に申し上げます。 

 ２月２８日に議案に対する質疑を予定していますので、質疑のある方は２月２３日、午後

４時までに通告書を提出するようにお願いいたします。 

 ご苦労さまでした。 

                             （散会 午前１１時４６分） 
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○本日の会議に付した事件 

 １．会議録署名議員の指名 

 ２．会期の決定 

 ３．議案の上程 

   議案第１号から議案第３２号 

   提案理由の説明 

 ４．休会の件 

……………………………………………………………………………………………………………… 

議案第１号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

議案第２号 八街市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第３条 八街市一般職の職員の給与等に関する条例及び八街市一般職の職員の給与等に関

する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第４号 八街市一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

議案第５号 八街市税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第６号 八街市庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例の制定に

ついて 

議案第７号 八街市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第８号 八街市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第９号 スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第10号 八街市簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

議案第11号 八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議案第12号 八街市長寿祝金条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第13号 八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第14号 八街市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第15号 八街市暴力団排除条例の制定について 

議案第16号 八街市八街都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

議案第17号 八街市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第18号 平成２３年度八街市一般会計補正予算について 

議案第19号 平成２３年度八街市国民健康保険特別会計補正予算について 

議案第20号 平成２３年度八街市後期高齢者医療特別会計補正予算について 
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議案第21号 平成２３年度八街市介護保険特別会計補正予算について 

議案第22号 平成２３年度八街市学校給食センター事業特別会計補正予算について 

議案第23号 平成２３年度八街市下水道事業特別会計補正予算について 

議案第24号 平成２３年度八街市水道事業会計補正予算について 

議案第25号 平成２４年度八街市一般会計予算について 

議案第26号 平成２４年度八街市国民健康保険特別会計予算について 

議案第27号 平成２４年度八街市後期高齢者医療特別会計予算について 

議案第28号 平成２４年度八街市介護保険特別会計予算について 

議案第29号 平成２４年度八街市学校給食センター事業特別会計予算について 

議案第30号 平成２４年度八街市下水道事業特別会計予算について 

議案第31号 平成２４年度八街市水道事業会計予算について 

議案第32号 千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議につい

て 
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